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第1節　東日本大震災からの復興に係る取組

2011年3月11日に、マグニチュード9.0という日本周辺での観測史上最大の地震が発生し、それによっ
て引き起こされた津波によって、東北地方の太平洋沿岸を中心に広範かつ甚大な被害が生じました。また、
東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大量の放射性物質が環境中に放出され、被災した多くの方々
が避難生活を余儀なくされました。被災地では、放射性物質による環境汚染からの回復と生活再建に向けた
懸命の努力が続けられてきました。そして、2017年3月末までに帰還困難区域を除く避難指示区域におけ
る面的除染が全て完了し、4月1日までに双葉町及び大熊町を除いた居住制限区域及び避難指示解除準備区
域の避難指示が解除されるという、大きな節目を迎えました。

ここでは、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法」（平成23年法律第110号。以下「放射
性物質汚染対処特措法」という。）に基づく放射性物質による環境汚染からの回復に向けた取組を中心に概
観します。

1　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う 
避難指示区域の状況

原子力災害対策本部は、2012年3月の空間線量
率を基に、避難指示区域を、［1］避難指示解除準
備区域（年間積算線量が20ミリシーベルト以下と
なることが確実である地域）、［2］居住制限区域

（年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれ
がある地域）、［3］帰還困難区域（事故後6年間を
経過してもなお、空間線量率から推定された年間積
算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれの
ある地域）の三つに区分し、避難指示解除準備区域
及び居住制限区域については、各市町村の復興計画
等も踏まえ遅くとも事故から6年後（2017年3月）
までに避難指示を解除し、住民の方々の帰還を可能
にしていけるよう、除染の十分な実施や生活環境の
整備を加速することとしていました。

2017年3月末までに、帰還困難区域を除く避難
指示区域における面的除染が全て完了し、インフラ
や生活に密着したサービスの復旧が整ったと判断さ
れたことから、4月1日までに双葉町及び大熊町を
除いた居住制限区域及び避難指示解除準備区域の避
難指示が解除されました（図4-1-1）。

図4-1-1　避難指示区域の概念図（2017年4月1日時点）

南相馬市川俣町

田村市

広野町

楢葉町

富岡町川内村

大熊町

双葉町

浪江町葛尾村

飯舘村

20km

福島第一
原子力発電所

福島第二
原子力発電所

帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域
旧避難指示区域

資料：原子力災害対策本部
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2　放射性物質汚染からの環境回復の状況

（1）空間線量率の状況
東京電力福島第一原子力発電所半径80km圏内における2016年10月時点の放射線量は、比較が可能な

2011年11月時点のデータと比べて71％減少しています。東京電力福島第一原子力発電所事故によって放
出された放射性物質は、主にヨウ素131、セシウム134、セシウム137で、半減期はそれぞれ約8日、約2
年、約30年となっています。放射性物質の物理的減衰と降雨等の自然要因による減衰効果を考慮して、
2011年8月時点と比較して2年後に約4割、5年後に約5割減少すると推定されていました。放射線量の減
少は、この推定を上回るペースで進んでおり、除染の効果や降雨等の自然現象の影響等によるものと考えら
れます（図4-1-2）。

（2）水環境における放射性物質の状況
環境省では、2011年から水環境における放射性物質のモニタリングを継続的に実施しています。2015

年度までの福島県及び周辺地域の公共用水域（河川、湖沼、沿岸）における放射性セシウムは、沿岸では全
期間を通じて検出されていません。河川及び湖沼については、2013年度以降、福島県以外では検出されて
おらず、福島県においても、検出率及び検出値は減少傾向にあります（図4-1-3）。また、地下水中の放射
性セシウムについては、2011年度に福島県の2地点において検出下限値である1ベクレル/ℓが検出された
のみで、2012年度以降検出されていません。

図4-1-2　東京電力福島第一原子力発電所80km圏内における空間線量率の分布
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資料：原子力規制庁
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図4-1-3　 福島県及びその周辺における公共用水域の放射性セシウムの検出状況
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注：公共用水域（沿岸）では、放射性セシウムは検出されていない。
資料：環境省

3　放射性物質に汚染された土壌等の除染等の措置

放射性物質汚染対処特措法では、除染の対象として除染特別地域と汚染状況重点調査地域を定めていま
す。除染特別地域は、警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域で、国が除染実施計画を
策定し、除染事業を進めてきました。他方、汚染状況重点調査地域は、地域の放射線量が毎時0.23マイク
ロシーベルト以上の地域がある市町村について、当該市町村の意見を聴いた上で国が指定し、各市町村で除
染を行ってきました。

両地域とも、2017年3月末までに除染実施計画に基づく面的除染を完了させるべく、自治体とも連携し
て全力で取り組んできました（帰還困難区域を除く）。ここでは、これまでの除染の取組を概観します。

（1）除染等の措置について
除染等の措置とは、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やか

に低減することを目的に、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該
汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置のこ
とを言います。具体的には、放射性物質が付着した土壌や落葉等の除去（取り除く）、表土と下層の土の入
れ替え（遮る）、居住地域からの離隔（遠ざける）等を行うことを指します。（図4-1-4）

除染の方法は、放射線量、除染対象物の特性や状況等に応じて異なるため、除染に先立って、放射線量の
測定や建物等の状況の調査を行い、それぞれに応じた最適な方法で丁寧に実施してきました。（図4-1-5）
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図4-1-4　除染の措置
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資料：環境省

測定器

図4-1-5　除染の方法
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○庭、雨どい、屋根などの放射性物質を取り除く。
・庭では、表土のはぎ取り、天地返し（上下層の土の入替え）などを行う。
・雨どいでは、落葉や堆積物を除去し、拭き取る。
・屋根では、堆積物・こけ・泥などを取り除く。

○田んぼや畑では、表面の土を30cm程度の深さで下側の土と入れ替える
反転耕や、これ以上深く耕す深耕などを行う。
○耕起されていない農用地で、放射性セシウム濃度が5,000ベクレル/kg
を超えている場合、表土の削り取りを行うこともある。

○堆積物（落葉・こけ・泥等）を取り除く。
○十分な除染の効果が見られない場合、ブラシや高圧水等で洗浄する。

資料：環境省

（2）国直轄除染地域（除染特別地域）
除染特別地域に指定されている福島県内の11市町村では、環境省が除染作業を実施し、2017年3月末ま

でに、全ての市町村で帰還困難区域を除く避難指示区域における面的除染が完了しました（図4-1-6、表
4-1-1）。その総数・総面積は、宅地約2万2,000件、農地約8,500ha、森林約5,800ha、道路約1,400ha
に及びます。

面的除染を完了した市町村においては、除染の効果が維持されているか確認することなどを目的に、除染
実施後のモニタリング等を行ってきました。こうした施策もあって、2017年4月1日までに、双葉町及び
大熊町を除いた居住制限区域及び避難指示解除準備区域の避難指示が解除されました。
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（3）市町村除染地域（汚染状況重点調査地域）
汚染状況重点調査地域では、各市町村が地域ごと

の実情、優先順位や実現可能性を踏まえて除染実施
計画を策定し、これに基づき除染を進めてきたとこ
ろであり、2017年3月末には住宅や公共施設等
日々の生活の場における除染作業がおおむね完了し
ました（図4-1-7）。

また、2017年3月末までに、12市町村において、
地域の放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト未
満となったことが確認され、汚染状況重点調査地域
の地域指定が解除されました。これにより、汚染状
況重点調査地域に指定されている市町村は104市
町村から92市町村になりました。

（4）除染の効果
除染により放射線量が低減するとともに、除染か

ら一定期間（おおむね半年から1年）経過後の事後
モニタリングにおいても、面的除染の効果が維持さ
れ、さらに放射性物質の物理的減衰や降雨等の自然
要因による減衰効果により、放射線量が低減してい
ることが確認されています。

例えば、国直轄除染地域の宅地全体について、除染の前後で放射線量が平均約56％低減したことが確認
されました。さらに除染から一定期間経過後の事後モニタリングにおいても、除染前と比べて平均約71％
の低減が確認されています（図4-1-8）。

図4-1-7　汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況
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汚染状況重点調査地域の指定を
解除した市町村
面的除染の進捗率が100％の
市町村

除染特別地域
面的除染継続中市町村

東京電力
福島第一
原子力発電所

表4-1-1　 除染特別地域における除染終了の時期
市町村 除染終了時期※

田村市 2013年  6月
楢葉町 2014年  3月
川内村 2014年  3月
大熊町 2014年  3月
葛尾村 2015年12月
川俣町 2015年12月
双葉町 2016年  3月
飯舘村 2016年12月
富岡町 2017年  1月

南相馬市 2017年  3月
浪江町 2017年  3月

※　�除染終了時期は、各市町村の除染実施計画における除染対象のうち、同意
を得られたものに対する面的除染が完了した時期を記載。

資料：環境省

図4-1-6　除染特別地域における除染の進捗状況
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図4-1-8　国直轄除染地域における地表面1m高さの空間線量率の平均値（土地区分ごとの変化）

空
間
線
量
率
１
ｍ（μ

Sv/h

）

・除染前測定時期：2011年12月～ 2016年3月 ・除染後測定時期：2012年2月～ 2016年7月 ・事後モニタリング時期：2013年9月～ 2016年12月
道路（n=57,948)森林（n=39,754)農地（n=72,895)宅地（n=203,420)

2

1

0

1.28
56
%低
減

71
%低
減

58
%低
減

68
%低
減

23
%低
減

44
%低
減

42
%低
減

61
%低
減

0.56
0.37

1.21

0.51
0.39

1.56

1.20

0.87
1.10

0.63
0.43

注：データがある地域に限る。帰還困難区域を除く。
資料：環境省

除染前 除染後 事後モニタリング結果

（5）帰還困難区域の除染の取組方針
帰還困難区域の今後の取扱いについては、「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」（2016年8月原子力

災害対策本部、復興推進会議決定）において、5年をめどに、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、
居住を可能とすることを目指す「復興拠点」を、各市町村の実情に応じて適切な範囲で設定し、整備すると
いう方針を示すとともに、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」（2016年12月閣議決定）
において、政府一丸となって、帰還困難区域の一日も早い復興を目指して取り組んでいくことを掲げていま
す。

政府としては、これらを踏まえ、2017年2月に、特定復興再生拠点区域復興再生計画という一つの計画
の下で、各事業主体が連携して、特定復興再生拠点区域における除染・解体とインフラ整備等とを一体的に
進めることなどを内容とする「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案」を第193回国会に提出
しました。

（6）森林の放射性物質対策
森林については、2016年3月に復興庁・農林水産省・環境省の3省庁が取りまとめた「福島の森林・林

業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、住居等の近隣の森林、森林内の人々の憩いの場や日常的に人が
立ち入る場所等の除染等の取組と共に、林業再生に向けた取組や住民の方々との安全・安心の確保のための
取組等を関係省庁が連携して進めてきました。

また、除染を含めた里山再生のための取組を総合的に推進するモデル事業を実施することとし、2016年
9月と12月に上記3省庁で計10地区をモデル地区として選定しました。

さらに、森林からの落葉等の飛散や土壌の流出に伴う放射性物質の動態に関する調査研究を実施しまし
た。

4　中間貯蔵施設の整備

（1）中間貯蔵施設の概要
放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌及び福島県

内に保管されている10万ベクレル/kgを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管
理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備することとしています。福島県内の除去土壌等の発生量は、減
容化（可燃物を焼却）した後で1,600万～2,200万m3と推計され（2013年7月時点の除染実施計画等に基
づく推計値）、その容量は東京ドームの約13～18倍に相当します。

環境省では、中間貯蔵施設の整備と継続的な除去土壌等の搬入を進めているところです。2016年3月に
公表した「当面5年間の見通し」では、用地取得や施設整備に全力を尽くすことにより、「復興・創生期間」
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の最終年である2020年度までに、500万～1,250万m3 程度の除去土壌等を搬入できる見通しとしていま
す（図4-1-9）。この見通しに沿って取組を進めることによって、少なくとも、学校や住宅等で現場保管さ
れている除去土壌等に相当する量（公表時点の推計値で約180万m3）の中間貯蔵施設への搬入を目指すと
ともに、用地取得等を最大限進め、幹線道路沿いにある除去土壌等に相当する量（約300万～500万m3）
の中間貯蔵施設への搬入を目指しています。

図4-1-9　中間貯蔵施設に搬入する除染土壌搬入の見通し
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注：「平成29年度の中間貯蔵施設事業の方針」の公表に伴い、2017年度の輸送量を50万㎡程度に修正。
資料：環境省
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（2）中間貯蔵施設事業の進捗状況
ア　中間貯蔵施設の用地取得の状況

中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、予定地内の登記記録人数は2,360人となっ
ています。2016年度までに地権者の連絡先を把握した面積は約1,530ha、用地調査を実施した面積は約
1,090haに達しており、契約済み面積は約376ha（全体の約23.5％）、774人（全体の約32.8％）の方と
契約に至るなど、着実に進捗してきています。政府では、用地取得については、地権者との信頼関係はもと
より、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁寧な説明を尽
くしながら取り組んでいきます。

イ　中間貯蔵施設の整備の状況
2016年11月に受入・分別施設（図4-1-10）と土壌貯蔵施設（図4-1-11）の整備に着手しました。受

入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌等を受け入れ、搬
入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・
分別施設で分別された除去土壌等を放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。この施設は
2017年の秋頃の稼働開始を予定しています。また、福島の復興に向けて、除去土壌の継続的な搬入が可能
となるよう、施設予定地内に除去土壌等を一時的に保管する保管場の整備も進めています。



第
4
章

101第1節　東日本大震災からの復興に係る取組

ウ　中間貯蔵施設への輸送の状況
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2016年度までに

累計で20万m3程度の除去土壌等の輸送を目標としていました（写真
4-1-1）。これに加えて、大熊町及び双葉町の協力の下、福島県内の
学校等の現場に保管されている除去土壌等について、両町の町有地を
活用した保管場へ輸送を進めました。2017年3月末までに累計で約
23万m3の輸送を実施しました。

また、2017年度以降の輸送に向けて、輸送実施計画を更新すると
ともに、中間貯蔵施設の輸送ルートで必要な箇所について舗装厚の改
良等の道路交通対策を実施しました。

エ　2017年度事業方針の公表
2016年12月に、「2017年度の中間貯蔵施設事業の方針」として、［1］2017年度約50万m3程度を輸送

し、とりわけ学校等に保管されている除去土壌は優先的に輸送する、［2］地権者への丁寧な説明を尽くし
ながら、用地取得に全力で取り組む、［3］土壌貯蔵施設等について2017年秋頃をめどに貯蔵開始するとと
もに、2018年度の輸送量に対応する施設を着工するなどの方針を示しました。あわせて、当面の施設整備
イメージ図を公表しました（図4-1-12）。

図4-1-10　受入・分別施設イメージ

資料：環境省

図4-1-11　土壌貯蔵施設イメージ
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資料：環境省
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写真4-1-1　 中間貯蔵施設への輸送の
様 子（ 輸 送時は緑 色の
ゼッケンを掲示）

資料：環境省
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（3）減容・再生利用に向けた取組
福島県内の除去土壌等については、中間貯蔵開始

後30年以内に福島県外で最終処分を完了するため
に必要な措置を講ずることとされています。福島県
外における除去土壌等の最終処分の実現に向けて
は、減容技術等の活用により、除去土壌等を処理
し、再生利用の対象となる土壌等の量を可能な限り
増やし、最終処分量の低減を図ることが重要です。
このため、県外最終処分に向けた当面の減容処理技
術の開発や除去土壌等の再生利用等に関する中長期
的な方針として、2016年4月に「中間貯蔵除去土
壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程
表」を取りまとめました（図4-1-13）。また、同年
6月には、除去土壌等の再生利用を段階的に進める
ための指針として、「再生資材化した除去土壌の安
全な利用に係る基本的考え方について」を取りまと
めました。これらに沿って、2016年12月に南相
馬市において除去土壌の再生利用実証事業に着手し
ました。

図4-1-13　中間貯蔵除去土壌等の減容・再利用技術開発戦略の概要

資料：環境省
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図4-1-12　当面の施設整備イメージ
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5　放射性物質に汚染された廃棄物の処理

（1）対策地域内廃棄物の処理
2017年3月末時点で、福島県の11市町村にまた

がる地域が対策地域として定められています。
2013年9月の「福島県の災害廃棄物等の処理進捗
状況についての総点検」の結果を踏まえ、2013年
12月に対策地域内廃棄物処理計画の見直しを行い
ました。

これまで、避難されている方々の円滑な帰還を積
極的に推進する観点から、避難指示解除準備区域及
び居住制限区域において、帰還の妨げとなる廃棄物
を速やかに撤去し、仮置場に搬入することを優先目
標としてきました。こうした取組により、2015年
度には、帰還困難区域を除いて、帰還の妨げとなる
廃棄物の仮置場への搬入を完了しました。また、地
域住民の方々のご理解と地方自治体との緊密な連携
によって、25か所の仮置場の供用を開始（うち4か
所は原状復旧済）し、2017年3月末までに、140
万トンの搬入が完了しました（図4-1-14）。仮置場
に搬入した災害廃棄物等は、各市町村ごとに設置す
ることとしている仮設焼却施設でその減容化を図っ
ています。

2016年度には、楢葉町で仮設焼却施設が稼働を
開始し、2017年3月末時点で、計9市町村で10施
設を設置することとしており、6施設が稼働中です

（表4-1-2）。事業を実施ししている減容化施設にお
いては、排ガス中の放射能濃度、敷地内・敷地周辺
における空間線量率のモニタリングを行い、その結
果を公表することにより、安全に減容化できている
ことを確認しています。

また、帰還困難区域の今後の取扱いについては、
前述した「帰還困難区域の除染の取組方針」に基づ
いて進めていきます。

表4-1-2　 稼働中及び建設工事中の仮設焼却施設

立地地区 進捗状況 処理能力 処理済量
（2017年3月末時点）

川内村 災害廃棄物等の
処理完了 7トン/日 約2,000トン

（約2,000トン）
飯舘村

（小宮地区）
災害廃棄物等の
処理完了 5トン/日 約2,900トン

（約2,900トン）

富岡町 稼働中
（2015年4月より） 500トン/日 約12万3,000トン

（約3万8,000トン）

南相馬市 稼働中
（2015年4月より） 200トン/日 約9万2,000トン

（約7万1,000トン）

葛尾村 稼働中
（2015年4月より） 200トン/日 約10万1,000トン

（約2万8,000トン）

浪江町 稼働中
（2015年5月より） 300トン/日 約13万5,000トン

（約6万9,000トン）
飯舘村

（蕨平地区）
稼働中

（2016年1月より） 240トン/日 約3万4,000トン
（約1万2,000トン）

楢葉町 稼働中
（2016年11月より） 200トン/日 約2万2,000トン

（約7,900トン）
大熊町 建設工事中 200トン/日 －
双葉町 2017度着工予定 － －
川俣町 処理方針検討中 － －

田村市 既存の処理施設で
処理中 － －

注：�処理済量については、除染廃棄物も含み、（　）内はうち災害廃棄物等の処
理済量。

資料：環境省

図4-1-14　 対策地域内の災害廃棄物等の仮置場への搬入済量
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（2）指定廃棄物の処理
2017年3月末時点で、11都県において、焼却灰や下水汚泥、農林

業系副産物（稲わら、堆肥等）等計約18.9万トンが指定廃棄物とし
て環境大臣による指定を受けています（表4-1-3）。政府は、指定廃
棄物の処理に関して、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針

（2011年11月閣議決定）で「当該指定廃棄物が排出された都道府県
内において行う」としています。

指定廃棄物は、現在は各都県のごみ焼却施設や下水処理施設、農地
等において、各施設等の管理者等が国のガイドラインに沿って、遮水
シート等で厳重に覆って飛散・流出を防ぐとともに、空間線量率を測
定して周辺への影響がないことを確認するなどにより、適切に一時保
管されています。

ただし、こうした一時保管場所における保管は、国による処理方針
が確立するまでの間、やむを得ず一時的に負担をお願いしている措置
であることから、災害等に備え、長期にわたる確実な管理体制を早期
に構築することが必要です。

ア　福島県内での処理
福島県内の指定廃棄物及び対策地域内廃棄物について、10万ベクレル/kg以下のものは既存の管理型処

分場に搬入し、10万ベクレル/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入する計画としています。
農林業系廃棄物や下水汚泥等の可燃性の指定廃棄物については、搬入の前に焼却等の処理によって処分量

を削減し、性状の安定化を図る減容化事業を地元の協力と理解を得ながら進めています。これまでに、3件
の減容化処理事業について焼却等処理を終えたほか、2016年1月、飯舘村蕨

わらび
平
だいら

地区において、飯舘村及び
周辺5市町の可燃性廃棄物を焼却処理する仮設焼却施設が新たに稼働しました。加えて、田村市・川内村に
おいて、県中・県南等の24市町村の農林業系廃棄物を焼却処理する仮設焼却施設が稼働しました。また、
安達地方の3市町村の農林業系廃棄物等の減容化事業についても、事業発注に向けて調整を進めています。

既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）の活用については、2013年12月に環
境大臣及び復興大臣が福島県を訪れ、受入要請を行いました。2015年12月に福島県、富岡町及び楢葉町
から、当該処分場の活用を容認いただき、2016年4月に土地及び不動産の売買契約を締結し、国有化する
とともに、同年6月には、国と県及び2町の間で安全協定を締結しました。現在、輸送計画の検討を行うと
ともに、処分場内では搬入に向けた準備を行っています。

今後も引き続き、地元のご理解を得ながら、安心・安全の確保に万全を期して、早期の事業開始に向け、
関係者との調整に取り組んでいきます。

イ　福島県外での処理
環境省では、宮城県、栃木県、千葉県、茨城県、群馬県において、有識者会議を開催し、長期管理施設の

安全性を適切に確保するための対策や候補地の選定手順等について、科学的・技術的な観点からの検討を実
施し、2013年10月に長期管理施設の候補地を各県で選定するためのベースとなる案を取りまとめました。
その後、それぞれの県における市町村長会議の開催を通じて長期管理施設の安全性や候補地の選定手法等に
関する共通理解の醸成に努めた結果、宮城県、栃木県及び千葉県においては、各県の実情を反映した選定手
法が確定しました。

このうち宮城県においては、2016年度末までに計12回の市町村長会議が開催されました。同県では
2016年6月から10月にかけて指定廃棄物以外の汚染廃棄物の放射能濃度の測定を行い、同年11月の会議
で結果が公表されました。

表4-1-3　 指定廃棄物の数量 
（2017年3月末時点）

都道府県
合計

件 数量（トン）
岩手県 10 475.6
宮城県 42 3,412.8
福島県 946 16 万 1,341.5
茨城県 26 3,535.7
栃木県 79 1 万 3,533.1
群馬県 12 1,186.7
千葉県 63 3,706.5
東京都 2 981.7
神奈川県 3 2.9
新潟県 4 1,017.9
静岡県 1 8.6
合計 1,188 18 万 9,203.0

注：�栃木県の浄水発生土（工水）（1件、66.6トン）
は、上水と兼用の施設で発生したものであり、
浄水発生土（上水）に含めた。

資料：環境省
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栃木県においては、2016年度末までに8回の市町村長会議を開催しました。同県では、2016年6月から
9月にかけて再測定を行い、同年10月の会議では再測定の結果を公表するとともに、今後の指定廃棄物の
処理の進め方に関する国の考え方を提示し、長期管理施設の整備の方針は堅持しつつ、一時保管による農家
等の負担軽減策について、関係者と協議をしたい旨を説明しました。

千葉県においては、2016年度末までに計3回の市町村長会議を開催するとともに、長期管理施設の詳細
調査の実施に理解を得られるよう取り組んでいます。

茨城県においては、2015年4月及び2016年2月に一時保管市町長会議を開催し、8,000ベクレル/kg以
下となるのに長期間を要する指定廃棄物については、災害等のリスクの観点から、引き続き県内1か所に集
約して安全に管理する方針を堅持しつつ、8,000ベクレル/kg以下となるのに長期間を要しない指定廃棄物
については、現地保管を継続し放射能濃度の減衰後に段階的に処理を進めていく方針を決定しました。

群馬県においては、2016年度末までに3回の市町村長会議を開催し、2016年12月の会議で、茨城県と
同様の処理方針で指定廃棄物の処理を行うことを決定しました。

このほか、2016年4月には放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部改正を行い、指定廃棄物の指定解
除の仕組みを整備しました。

6　放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策

（1）福島県における健康管理
国は、福島県の住民の方々の中長期的な健康管理を可能とするため、福島県が2011年度に創設した福島

県民健康管理基金に交付金を拠出するなどして福島県を財政的、技術的に支援しており、福島県は、同基金
を活用し、2011年6月から県民健康調査等を実施しています。具体的には、［1］福島県の全県民を対象と
した個々人の行動記録と線量率マップから外部被ばく線量を推計する基本調査、［2］「甲状腺検査」、「健康
診査」、「こころの健康度・生活習慣に関する調査」、「妊産婦に関する調査」の詳細調査を実施しています。
また、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量の検査や、市町村に補助金を交付し、個人線量計によ
る測定等も実施しています。

2016年3月に福島県「県民健康調査」検討委員会が取りまとめた「県民健康調査における中間取りまと
め」では、甲状腺検査について「これまでに発見された甲状腺がんについては、被ばく線量がチェルノブイ
リ事故と比べて総じて小さいこと、被ばくからがん発見までの期間が概ね1 年から4 年と短いこと、事故
当時5 歳以下からの発見はないこと、地域別の発見率に大きな差がないことから、総合的に判断して、放
射線の影響とは考えにくい」と評価しています。他方で、「放射線の影響の可能性は小さいとはいえ現段階
ではまだ完全には否定できず、影響評価のためには長期にわたる情報の集積が不可欠であるため、検査を受
けることによる不利益についても丁寧に説明しながら、今後も甲状腺検査を継続していくべきである」とさ
れています。

なお、国際的な評価としては、原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）の2014年4月
の「2011年東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響に関する報告書」によると、

「線量が大幅に低いため、チェルノブイリ原発事故後に観察されたような多数の放射線誘発性甲状腺がんの
発生を考慮に入れる必要はない」と評価されています。また、UNSCEARの2016年白書では、2013年報
告書の知見は「引き続き有効であり、それ以降に発表された新規情報の影響をほとんど受けていないとの結
論に達した」とされており、研究ニーズとして「福島県で現在実施中の健康調査を継続する」ことが位置付
けられています。

（2）国による健康管理・健康不安対策
福島県及び福島近隣県における事故後の健康管理の現状や課題等を把握し、今後の健康管理の在り方を医

学的及び科学的な見地から検討するため、環境省が開催した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住
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民の健康管理のあり方に関する専門家会議」が2014年12月に公表した中間取りまとめでは、「今回の事故
による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ認められておらず、今後も放射線被ばくによって何
らかの疾病のリスクが高まることも可能性としては小さいと考えられる。しかし、被ばく線量の推計におけ
る不確かさに鑑み、放射線の健康管理は中長期的な課題であるとの認識の下で、住民の懸念が特に大きい甲
状腺がんの動向を慎重に見守っていく必要がある」とされています。

こうした報告を踏まえつつ、環境省では当面の施策の方向性を公表し、以下の施策に取り組んでいます。
［1］ 事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進

事故後の外部被ばく線量や内部被ばく線量について、様々な実測や推計結果が地域やグループ単位で報
告されているところです。これらを網羅的に考慮の上、大気拡散シミュレーション、土壌データ、行動
データ、ホールボディ・カウンタ等による実測値、甲状腺代謝モデル等の被ばく線量に影響する様々な
パラメータを包括的に検討し、事故後の住民の被ばく線量をより精緻に評価するための研究を実施して
います。

［2］ 福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握
福島県及び福島近隣県におけるがん及びがん以外の疾患の罹患動向を把握するために、全死亡率、疾患
ごとの死亡率を始め、がん、循環器疾患、先天異常等について悉皆性の高い統計情報を活用し、地域ご
との各疾病の有病率、罹患率及び死亡率の変化等を分析する研究を実施しています。

［3］ 福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実
福島県は、県民健康調査「甲状腺検査」の結果、引き続き医療が必要になった方に対して、2015年7
月より、治療にかかる経済的負担を支援し、診療情報を提供頂くことで「甲状腺検査」の充実を図る

「甲状腺検査サポート事業」に取り組んでいます。国は、こうした取組を支援するほか、福島県の県民
健康調査「甲状腺検査」の充実を図るため、県外検査実施機関の拡充に努め、実施機関の関係者間での
情報交換会等を開催しています。

［4］ リスクコミュニケーション事業の継続・充実
放射線に関する科学的知見や関係府省庁の取組等を集約した「放射線による健康影響等に関する統一的
な基礎資料」を作成し正確な情報発信を行うとともに、こうした資料を活用した、保健医療福祉関係者
や教育関係者等を対象とした研修会や地域のニーズを踏まえた住民参加の意見交換会（車座集会）、福
島県外に避難されている方等を対象としたセミナー等を行っています。また、住民等への情報発信とし
て、「放射線による健康影響等に関するポータルサイト」を2015年3月より開設し、関係省庁及び自
治体等におけるウェブサイトの情報や放射線に関する情報の掲載、自治体のウェブサイトでの相互リン
クや周知等に取り組んでいます。

さらに、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（2013年12月閣議決定）、「原子力災害からの福島
復興の加速に向けて」改訂（2015年6月閣議決定）、「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方

（線量水準に応じた防護措置の具体化のために）」（2013年11月原子力規制委員会）等を踏まえ、帰還する
住民の被ばく低減に向けた努力等を身近で支える相談員制度の創設や、相談員だけでは解決が困難な住民の
ニーズや各自治体だけでは解決が困難な課題等に対応できるような支援体制が求められています。

このような方針を踏まえ、2014年度より福島県いわき市に「放射線リスクコミュニケーション相談員支
援センター」を開設し、東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示が出された12市町村を中心
に、住民を支える放射線相談員や自治体職員等の要望に応じて、住民からの個々の相談への対応や専門家の
派遣、研修会や相談員等の意見交換会の開催等、科学的・技術的な面から組織的かつ継続的な支援を実施し
ています。

加えて、避難指示解除に伴い自宅に帰還したり又は帰還を予定している住民がふるさとで安心して生活し
ていけるよう、生活関連の放射線に関する疑問や不安等について、専門家や住民、相談員等が協力し、住民
目線で、疑問や不安を解決・納得するための考え方や参考情報（助言やヒント）をまとめた冊子「暮らしの
手引き（専門家に聞いた放射線30のヒント）」 を作成しています。
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そのほか、希望する住民に個人被ばく線量計を配布して外部被ばく線量を測定し、ホールボディ・カウン
タによって内部被ばく線量を測定することで、住民に自らの被ばく線量を把握してもらい、不安軽減につな
げています。

7　被災地における持続可能な地域づくり

東日本大震災の被災地では、人口減少、高齢化、産業の空洞化といった、全国の地域が抱える課題が特に
顕著に表れています。震災復興を契機として、こうした課題に向き合いながら、持続可能な地域づくりに向
けた新たな取組が各地で進められています。

福島県では、2011年8月に策定した「福島県復興ビジョン」の中で、「再生可能エネルギーの飛躍的
推進による新たな社会づくり」を復興に向けた主要施策の一つと位置付け、2012年3月に「福島県再生
可能エネルギー推進ビジョン」を改定し、2040年頃を目途に県内エネルギー需要量の100％以上に相当
する量のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出すことを目標として、再生可能エネルギーの導入拡
大や関連産業の育成・集積に取り組んでいます。2015年3月末時点で27.3％の再生可能エネルギーが
導入されています。

また、2016年9月に国等と策
定した「福島新エネ社会構想」
では、「水素社会の実現」を柱の
一つに位置付け、再生可能エネ
ルギーから水素を「作り」、「貯
め・運び」、「使う」モデルを創
出するため、2020年までに世界
最大の1万kw級の大規模水素製
造装置の運転を開始するととも
に、2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会での活
用を目指しています。

再生可能エネルギーの導入実績と今後の見込み（原油換算）
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資料：福島県

再生可能エネルギー100％と水素社会実現に向けた取組（福島県）事例
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岩手県宮古市では、東日本大震災において電力等のエネルギー供給が途絶えた経験を教訓として、
2013年7月に宮古市スマートコミュニティ推進協議会を設立し、官民が連携して再生可能エネルギーの
地産地消を行う「宮古市スマートコミュニティ事業」に取り組んでいます。その一環として、2015年
に、津波で浸水し、住民の居住が制限されている
市内の災害危険区域2か所において、合計4MW
の大規模太陽光発電施設が整備され、地域新電力
となる宮古新電力株式会社が設立されました。
2016年9月には市内の小中学校、公共施設等へ
の再生可能エネルギーの供給が開始されており、
2017年2月現在、市内54施設に供給が拡大して
います。また、カーシェアリング、EV充電器、
CEMS・BEMS等の導入が進められており、地域
エネルギーを有効活用することで、災害に強い地
域づくりを目指しています。

 津軽石発電所（宮古発電合同会社）

資料：宮古市

宮古市スマートコミュニティ事業（岩手県宮古市）事例

宮城県南三陸町では、町内のバイオマス資源を有効活用するため、2013年12月に「バイオマス産業
都市構想」を策定し、ごみの減量・リサイクルの促進、し尿・合併浄化槽汚泥の町内循環システムの構
築等に取り組んでいます。

その一環として、2015年10月から町民の協力を得て、家庭生ごみの分別回収を開始しており、アミ
タ株式会社が設置・運営するバイオガス施設「南三陸BIO（ビオ）」で、し尿処理汚泥等と生ごみをメタ
ン発酵させ、バイオガスと液体肥料を生成しています。バイオガスは施設内で発電に利用し、液体肥料
は地元農家に還元しています。2016年7月から町内の宿泊施設や飲食店等の事業者からの生ごみの受入
れも開始し、町内の生ごみからできた液肥を使って米や野菜を生産し、町内で消費する地域内資源循環
の構築を目指しています。

また、町内の幼稚園から高校までの授業や文化祭等で資源循環の取組を取り上げており、住民手作り
の紙芝居や新聞等にも活用されています。さらに、液肥の販売・散布を地元事業者が担うなど、町全体
で主体的な活動が広がっています。

地域内資源循環のイメージ 開所1年間で見学者が1,000人を超えた南三陸BIO（ビオ）

資料：アミタ株式会社

生ごみからエネルギーと肥料をつくる（宮城県南三陸町）事例
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第2節　平成28年熊本地震からの復興に係る取組

熊本県熊本地方で、2016年4月14日及び16日に最大震度7の地震が発生しました。その後も多くの地
震が続き、地震活動範囲は熊本県から大分県にかけての広域に及びました。これらの地震により、死者228
人、負傷者2,700人以上、建物被害21万棟以上となるなど、甚大な被害をもたらしました（2017年4月
13日現在）。

平成28年熊本地震による災害は、2016年5月13日に、東日本大震災の教訓と課題を踏まえ、2013年に
制定された大規模災害からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）に基づく非常災害に初めて指定さ
れ、関係機関が連携して、復興に向けた取組が進められています。ここでは、環境政策の観点からの対応を
概観します。

1　環境政策の観点からの平成28年熊本地震への対応

（1）災害廃棄物の処理
平成28年熊本地震では、全壊8,697棟、半壊3

万4,037棟、一部損壊15万5,902棟の住宅被害が
発生しました（2017年4月13日現在）。熊本県内
では、1年に発生する一般廃棄物の5.6年分に相当
する、316万トンもの災害廃棄物が発生しました。
これは、近年の災害としては、東日本大震災、阪
神・淡路大震災に次ぐ発生量となっています（写真
4-2-1、表4-2-1）。また、ごみ焼却施設25施設の
うち5施設、ごみ固形燃料（RDF）化施設2施設の
うち1施設、し尿処理施設21施設のうち4施設が
地震による被害が確認され、熊本市や益城町等にお
いて、生活ごみ等への対応が必要となりました。

表4-2-1　 過去の災害による災害廃棄物の発生状況
災害名 発生年月 災害廃棄物量 損壊住宅数 処理期間

東日本大震災 2011年3月 3,100万トン
（津波堆積物含む）

全壊：11万8,822
半壊：18万4,615

約3年
（福島県除く）

阪神・淡路大震災 1995年1月 1,500万トン
全壊：10万4,906
半壊：14万4,274
一部損壊：39万506
焼失：7,534

約3年

平成28年熊本地震
（熊本県のみ） 2016年4月 316万トン（※1）

（推計値）
全壊：8,688（※2）
半壊：3万3,809（※2）
一部損壊：14万7,563（※2）

約2年（予定）

新潟県中越地震 2004年10月 60万トン
全壊：3,175
半壊：1万3,810
一部損壊：10万3,854

約3年

広島県土砂災害 2014年8月 58万トン
全壊：179
半壊：217
一部損壊：189
浸水被害：4,164

約1.5年

※1：災害等廃棄物処理事業費の査定に当たり市町村が推計した災害廃棄物発生量の合計。
※2：2017年4月13日現在の値であり、変動する見込み。
資料：環境省

写真4-2-1　 災害廃棄物の発生状況

資料：環境省
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環境省では、4月14日の発災から被災状況の情
報収集を開始し、被害の甚大性を鑑み、発災翌日の
4月15日朝に九州地方環境事務所に災害対策本部
を設置するとともに、同日のうちに環境本省災害廃
棄物対策室及び地方環境事務所廃棄物・リサイクル
対策課から被災地に災害廃棄物の担当職員を派遣す
るとともに、東日本大震災を教訓に設置した「災害
廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）」の
専門家を派遣しました。また、政府・現地対策本部
にも職員を派遣し、政府一丸となった支援体制を構
築するとともに、4月17日に熊本県庁内に「現地
支援チーム」を開設し、し尿の収集及び処理、生活
ごみ・避難所ごみ、片付けごみの収集・運搬及び処理の支援といった初期対応について技術的な支援を行い
ました。

現在、災害廃棄物の処理は、発災後2年以内の処理完了を目指して処理が進められています。災害廃棄物
の処理は、被災自治体がそれぞれ民間事業者の協力を得て進めるとともに、熊本県が7町村（宇土市、南阿
蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、西原村）から地方自治法に基づく事務委託を受託し、仮設の中間
処理施設（移動式の破砕機等）を設置して処理を進めています（写真4-2-2）。

災害廃棄物の処理進捗率は50％（2017年3月末現在）、解体済棟数は2万1,939棟で進捗率は64％
（2017年4月末現在）となっています。環境省では、九州地方環境事務所を中心に、大量の災害廃棄物の適
正かつ円滑な処理の推進に向けて熊本県や被災市町村への技術的・財政的支援を実施しています。国による
プッシュ型支援として、現地に1,150基の仮設トイレを供給しました。また、し尿の収集・運搬に関して、
し尿処理業界団体に協力を要請し、し尿の収集体制の確保を図りました。生活ごみ、避難所ごみ及び片付け
ごみの収集・運搬や処理に関しては、市町村等清掃事業団体及び固形一般廃棄物処理業界団体に協力を要請
し、他市町村や業界団体等から無償での応援も得て、ごみ収集車の派遣やごみの広域的な受入処理等の支援
を実施し、速やかな撤去を実現することができました。

（2）大気環境対策
災害時のアスベストの飛散・ばく露防止について応急的に現場で取るべき行動等の情報を関係省庁、被災

自治体等に情報提供を行うとともに、2016年6月から2017年2月にかけて被災地約40か所においてアス
ベストのモニタリング調査を実施し、アスベスト大気濃度は通常の一般大気環境とほぼ同じであることを確
認しました。また、発災直後には、被災住民の安全・安心への対応のため、被災住民用の防じんマスクの提
供を公益社団法人日本保安用品協会に依頼し、熊本県及び益城町において2万4,000枚を配布しました。

また、災害廃棄物の害虫・悪臭対策や仮設トイレ・避難所等における臭気対策について情報提供を行うと
ともに、被災地からの要請を受け、悪臭対策アドバイザーの派遣を実施し、主に避難所における悪臭原因の
把握、抑制方法についての助言・指導等を行いました。

（3）被災ペット対策
環境省では、東日本大震災等での経験を踏まえ、2013年6月に「災害時におけるペットの救護対策ガイ

ドライン」を策定し、災害時のペットの同行避難や避難所でのペットの受入れを推奨しています。
平成28年熊本地震では、4月19日から被災地に動物愛護管理室の職員を派遣し、避難所等におけるペッ

トの受入れ状況を調査するとともに、被災自治体や地元獣医師会、地元のボランティアと連携して、避難所
等におけるペットの受入体制の整備を支援しました（写真4-2-3、4-2-4）。また、ペットと一緒に住める仮
設住宅の確保を関係市町村に要請し、全ての市町村の応急仮設住宅でペットとの同居が行われています。

写真4-2-2　 災害廃棄物の処理状況

資料：環境省
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さらに、「災害時におけるペッ
トの救護対策ガイドライン」の改
訂を視野に入れ、熊本地震への対
応状況を検証し、課題の抽出を行
いました。

コラム　災害に強い再生可能エネルギー

東日本大震災では、避難施設や防災拠点においても、大規模で長期にわたる停電が発生し、非常用通
信手段の確保や被災者・避難者の良好な生活環境の確保等に大きな支障が生じました。こうした教訓を
踏まえ、環境省では、2011年度より、再生可能エ
ネルギー等導入地方公共団体支援基金事業を実施
し、2012年度からは、再生可能エネルギー等導入
推進基金事業により、県や市町村の避難所・防災
拠点への自立分散型エネルギーの導入を支援して
きました。

熊本県内でも、本事業を活用して、避難所・防
災拠点78か所に再生可能エネルギーが導入されて
おり、平成28年熊本地震では、43の施設におい
て、本事業で導入した再生可能エネルギーが活用
され、避難所・防災拠点の夜間照明や情報収集機
器への非常用電力の供給に大きな効果を発揮しま
した。

環境省事業で熊本県御船町に整備された太陽光発電設備

資料：御船町

写真4-2-3　 ペット飼育専用施設の中
の様子（熊本県益城町）

資料：環境省

写真4-2-4　 ペット預かり施設 
（熊本県益城町）

資料：環境省


